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神流町庁内システム更改業務公募型プロポーザル実施要綱

1． 目的
· 本業務では、これまで自治体における情報セキュリティ強靭化モデルとして採用されてきた「三層対策」において、総務省が見直しを行い提示した「βモデル」を採用し、併せて、国・地方におけるネットワークの将来像とその実現に向けた方策として「ゼロトラストモデル」を取り入れる。
· 本業務は、庁内システムの安全稼働と操作性を維持しつつ、インターネット系システムにおける業務端末の負担軽減、リモートワーク環境の安全性向上を図るとともに、ゼロトラストモデルへの段階的な移行を見据えた庁内システム更改業務を構築することを目的とする。
· 現行のβモデルに準じた利用方法を継承しつつ、新たにゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）モデルへの円滑な移行を可能とする構成とすることで、職員の操作性の変化を最小化し、業務継続性を確保する。
· LGWAN系システムにおける処理負担の軽減を図る設計とし、業務端末の性能に依存しない安定した業務継続を可能とする。
· リモートデスクトップ基盤を経由してLGWAN系システムへアクセスする方式とすることで、閉域環境の安全性を維持する。
· SASEサービスを活用することで、庁外からの業務端末アクセスにおいても、統一されたセキュリティポリシーを適用する。
· 今後の庁内実施計画として、庶務事務システムおよび文書管理システムの導入を想定し、OSおよびソフトウェアのバージョンアップや業務内容の変化に柔軟に対応できるよう、十分なシステムリソースを確保すること。
· 最新のバックアップ技術およびシステム可用性向上技術を使用し、効率的なバックアップならびに迅速な復旧が可能な環境を整備することで、障害発生時における業務影響の極小化を図る。

2． 業務概要
（1） 業務名　　
庁内システム更改業務
（2） 業務内容　
別紙「庁内システム更改業務  仕様書」（以下「仕様書」という）による。  なお、当該仕様書は「参加申込書兼秘密保持誓約書」の提出をもって電子メールにて交付する。
（3） 履行期間
契約締結日から令和９年２月２８日まで
（4） 委託上限額　　
この業務に係る予算は 75,326,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。）となっていることから、業務委託料の積算にあっては、予算の範囲内とすること。なお、運用保守費については、委託上限額に含めないものとする。

3． 契約担当部局
〒370-1592  群馬県多野郡神流町大字万場 90 番地 6  
神流町　総務課  総務係
電話：0274-57-2111  
FAX：0274-57-2715  
e-mail：soumu-s@town.kanna.gunma.jp

4． スケジュール
本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである。
	実施内容
	実施期間又は期日

	公募開始
	令和８年４月２３日（木）

	参加意向申出書の提出期間
	令和８年５月１日（金）午後５時まで

	参加資格審査結果の通知
	令和８年５月１３日（水）

	　質問書の受付期間
	令和８年５月１３日（水）～令和８年５月２０日（水）

	質問書への回答
	令和８年５月２７日（水）

	企画提案書の受付期間
	令和８年６月１日（月）～令和８年６月１０日（水）

	プレゼンテーションへの参加要請
	令和８年６月１５日（月）

	プレゼンテーション実施
	令和８年６月２５日（木）

	企画提案書審査結果の通知
	令和８年６月３０日（火）

	契約締結
	令和８年７月３日（金）



5． 参加資格要件等
参加の資格を有する者は、次のすべての要件を満たしていること。
（1） 令和８・９年度神流町一般競争（指名競争）参加資格者名簿（測量・建設コンサルタント等）に登録していること。
（2） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。
（3） 公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても、神流町競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
（4） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
（5） 群馬県内の市町村が発注したネットワーク構築に係る業務を1件以上受注し、完了していること。ただし、平成3１年4月以降に契約し完了した案件を対象とする。
（6） ISMSを取得していること。
（7） 本業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること及び本町の指示に柔軟に対応できること。

6． 参加表明手続
(1) 提出書類　
・参加申込書兼秘密保持誓約書【様式１】
・企業の業務実績及び認証【様式2】
・ISMSを取得していることを証する書類の写し
(2) 提出期限
令和８年５月１日（金）午後５時まで 
(3) 提出場所
神流町役場　総務課　総務係
(4) 提出方法
持参、郵送（配達確認ができるものに限る。提出期限必着。）のいずれかとする。（電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。）
(5) 参加申込書兼秘密保持誓約書の提出の特例　
参加申込書兼秘密保持誓約書の受理をもって、仕様書を交付するため、先行して単独で提出することを妨げない。なお、その場合であってもすべての書類の提出時には再度含めること。
(6) 参加資格審査及び結果の通知
参加資格審査の結果は、参加表明を行った者に通知する。
参加資格を満たさないと判断した者に対しては、その理由を付して通知する。
当該通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して７日以内（土日祝日を除く。）に限り、理由の説明を求めることができる。

7． 質疑応答等
この企画提案書の作成について質問がある場合においては、次のとおり質問書により提出すること。
（1） 提出書類 
【様式3】質問書  
（2） 提出期間
 令和８年５月２０日（水） 午後５時まで  
（3） 提出方法 
神流町　総務課　総務係　宛に電子メールで送信
ア　送信時件名は、「神流町庁内システム更改業務プロポーザル質問」とすること。
イ　電子メールを送信した後に、事務局まで送信した旨の電話をすること。
ウ　提出期限後に提出された質問や、指定した方法以外で提出された質問に対しては、回答しない。
（4） 回答方法
質問があった場合は、質問を取りまとめ、質問者の名称等を伏せたうえで、令和８年５月２７日（水）までに、参加表明を行った者に通知する。
当該回答は、実施要項及び仕様書等と一体のものとして同等の効力を有する。
なお、町が情報セキュリティ上回答することが望ましくないと判断した事項については回答しないことがある。また、回答に対する再質問は受け付けない。

8． 企画提案書等の提出辞退
参加表明書提出後に企画提案書の提出を辞退する場合は、【様式４】辞退届を持参または郵送にて、担当部署まで提出すること。提出期限は、企画提案書等の提出期限と同じとする。

9． 企画提案書の提出方法
企画提案書等は仕様書に準拠した提案内容とし、以下の通り提出すること。
（1） 提出書類
(1) 提案書の体裁について
1 A4版、もしくはA3折り込みとし、書式、縦横は自由とする。
2 企画提案書は３０ページ以内（表紙・目次・中表紙は除く、両面印刷の場合は１枚２ページ）とすること。
3 企画提案書の表紙には、社名及び代表者名を記載すること。
(2) 提案書の作成について
以下に示す項目を遵守して提案内容等を記載すること。なお、提案にあたっては、仕様書の要件を全て満たすものとする。
1 本業務の理解
· 本業務の提案方針を記載すること。
2 提案事業者の概要
· 提案事業者、協力事業者等の概要（代表者、規模等）をわかりやすく記載すること。
· ISMS認証の取得状況を記載すること。
· 他自治体での導入実績を記載すること。
3 実施体制
· 本業務の実施に係る実施体制を記載すること。
4 スケジュール
· 導入スケジュールを提示すること。
5 ネットワークの全体構成
· ネットワークの全体構成について具体的に記載すること。
6 ネットワーク構成要素の詳細
· ネットワークを構成する要素（機器やサービス、設定内容等）についてわかりやすく記載すること。
7 導入支援
· 操作説明会について具体的に記載すること。
8 運用保守
· 導入後の運用保守内容を記載すること。
· 障害発生時の対応を記載すること。
9 自由提案
· 仕様書に示した要件以外で、その他の提案や独自にアピールする事項があれば記載すること。
（2） 見積書及び見積内訳書等について
ア　見積書及び見積内訳書等の様式は任意とする。
イ　見積りの範囲は、調達仕様書に示すとおりとする。
ウ　合計金額が「２ 業務概要　（４）　委託上限額」を上回っていた場合は失格とする。
エ　運用保守費は「２ 業務概要　（４）　委託上限額」に含まないが、費用の妥当性を評価の対象とするため、運用保守費（１年分）見積書として提出すること。
オ　提出後の見積書及び見積内訳書等の書き換え又は撤回することはできない。
（3） 提出方法
担当部署まで持参または郵送（配達確認ができるものに限る。提出期限必着）のいずれかの方法で提出する。
提出部数
・紙媒体　正本、副本各１部
・電子媒体　同内容のデータ一式（正本、副本を記録した媒体）。
　データ形式はPDFとし、CD等の媒体に記録して提出すること。
（4） 提出期限
令和８年６月１０日（水）午後５時必着
（5） 提出場所
神流町役場　総務課　総務係
（6） 企画提案書等の無効
企画提案書等が次に掲げる場合に該当するときは、これを無効とし、審査の対象外とする。
ア  参加資格に掲げる資格がなくなった者が提出した場合
イ  提出方法及び提出期限に適合しない場合
ウ  提案内容が記載されていない又は提案内容に違法な点がある場合
エ  虚偽の内容が記載されている場合
オ  見積書の金額が予算額を超えている場合
（7） その他留意事項
ア  企画提案書等の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
イ  企画提案書等の提出後の再提出又は差し替えは、原則認めない。
ウ  企画提案書等の返却は行わない。
エ　企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。
オ  町は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。

10． 失格事項
（１）	参加資格要件を満たしていない場合
（２）	提出書類に虚偽の記載があった場合
（３）	実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
（４）	選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

11． 企画提案の審査方法及び評価基準
（1） 審査会の設置
企画提案の審査、評価及び特定を行うため、神流町庁内システム更改業務委託務プロポーザル審査会（以下「審査会」という。）を設置する。
（2） プレゼンテーション審査の実施
ア  実施日  令和８年６月２５日（木）  
イ  実施場所  神流町役場  第１会議室  
ウ  １者ずつの呼び込み方式とし、１者の持ち時間は説明30分、質疑1０分の計40分とする。  
エ  プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて6名以内とする。  
オ  欠席をした場合は、企画提案書の審査、評価から除外する。
カ　プレゼンテーション当日は、75インチ大型ディスプレイ（HDMI端子接続可能）を事務局で用意している。それ以外のパソコンやプレゼンテーションデータ等については、参加事業者において用意すること。

（3） 評価配点について
合計１０００点満点とし、配点は次のとおりとする。
	項目
	配点

	企画提案書
	7００点

	見積書
	1００点

	プレゼンテーション
	2００点



（4） 審査項目及び評価基準
企画提案書及びプレゼンテーション等により、次の評価基準に基づき、審査及び評価を行う。
ア　評価基準
	項番
	審査項目
	具体的評価内容
	配点

	１
	本業務の理解
	· 本業務の目的を理解した提案方針となっているか
	70

	２
	提案事業者の概要
	· 第三者認証の取得状況から、事業者として情報セキュリティ及び個人情報保護に関する組織的な取り組みが適切に行われているか
· 他自治体において豊富な導入実績があるか
	50

	３
	実施体制
	· 担当者は、本業務を履行できる能力があるか（経験、年数、実績）
	25

	４
	スケジュール
	· 具体的なスケジュールが記載されているか
· 役割分担が明確になっているか
	25

	５
	ネットワークの全体構成
	· 現行のβモデルネットワーク構成を維持した構成となっているか
· 国が示す将来的なゼロトラストモデルへの移行を見据えた構成であるか
· 安全性および柔軟性を確保した業務システムの利用が可能なものであるか
· 本業務の目的が達成可能な構成であり、且つ仕様書の要件を満たしているか
	150

	６
	ネットワーク構成要素の詳細
	· 安定稼働のための対策が具体的に示されているか
· 情報セキュリティに関して、安全を担保する対策が取られているか
· クラウドサービスの利用拡大や職員の働き方改革により、業務システムを円滑に利用できる構成となっているか
	150

	７
	導入支援
	· 一般職員、ネットワーク管理職員ともに、習熟できるような提案になっているか
· 本稼働時のサポートは十分なものか
	30

	８
	運用保守
	· 導入時及び導入後においても継続的な運用支援を行う提案が示されているか
· 障害発生時の対応（連絡体制、対応時間等）は妥当なものか
· 運用保守の提案内容とそれに係る費用は妥当なものか
	100

	９
	自由提案
	· 庁内インフラの全体最適化に繋がる有効な提案が示されているか
· 本町の要求仕様以外で、本町にとって有益な提案事項はあるか
	100



イ　見積書の評価
以下の計算式により評価点を算出する
【 配点（1００） × （1-見積額／提案上限価格） = 評価点　】
（5） 受託候補者の特定
審査会において、(３)の審査及び評価により、各委員の評価点の合計を加算し順位を付け、最も評価点の高い者を、審査会の合議の上、受託候補者として特定する。なお、評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、審査会の合議により順位を決定する。  
※プロポーザル参加事業者が１者の場合、企画提案書等の審査により選考するとともに、業務を適切に実施できると判断した場合は、当該参加者を受託候補者として選定する。
（6） 審査結果の通知
審査結果については、令和８年６月３０日（火）に、企画提案書等提出者全員に電子メールで通知し、後日文書を送付する。なお、選定の評価については公開しないものとする。また、結果に対する異議は受け付けない。

12． 契約に関する基本事項
（1） 契約の締結
受託予定者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴取し随意契約の方法により契約を締結する。
（2） 受託予定者との協議等
受託予定者と協議が整わない場合、又は受託予定者が本業務を遂行することが困難となった場合は、次順位の者と協議を行うことができる。

13． その他
（1） 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
（2） 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
（3） 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
（4） 受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
（5） 本業務の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ町へ書面で申請し、承諾を得なければならない。
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